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○洋上風力発電設備等については、港湾法、再エネ海域利用法※及び電気事業法の各法に基づく
基準を満たしていることの確認のため、審査が必要となっています。
○審査手続きの合理化や事業者の負担軽減を図るためには、各法に基づく審査が統一的な考え方
のもとで実施されることが望ましいことから、洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説
等を策定しています。

洋上風力発電設備等の審査に係る統一的解説の策定

【最新の統一的解説及び指針】
・洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説（令和２年３月版）
・洋上風力発電設備の維持管理に関する統一的解説（令和２年３月版）
・洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針（令和２年３月版）

※海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律


